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Ⅰ．医療等分野での情報の利活用と保護のための環境整備の基本的な考え方

○ 行政機関等の法定事務での利用を想定する「マイナンバー法案」とは別に、医
療・介護等の分野では独自に個別法を作り、対応することとされた。
○ 医療・介護等の分野は、関係機関間での地域連携や医学の進歩等のために情報
を利活用する必要性が高い反面、取り扱う情報には生命・身体・健康等にかか
わる機微性の高いものが多く、厳格な取扱いを確保する必要がある。
○ これらの特性を踏まえ、番号、保護措置などの法整備を含めた環境整備の検討
が求められている。

〈検討事項〉
① 本人の情報を識別するため医療等の分野のみで用いられる番号（医療等ID（仮
称））のあり方

② 医療等分野の異なる機関間で、情報の共有・連携を安全かつ効率的に行うため
の仕組みの導入
③ 個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）第６条に基づく格別の措置と
しての利用と保護のルールの整備

Ⅱ．医療等情報の利活用と保護に関する法制に盛り込むべき事項について

　国民が自らの情報の取扱について安心でき、かつ医療等情報の取扱者が情報の
利活用に萎縮しないようにするため、以下の検討を進める。
〈主な検討事項〉
○情報の取得・活用での目的明示・本人同意のあり方
○死者の情報の取扱
○情報の保管時、委託時等における安全管理措置
○安全に匿名化等された情報の取扱
○国民の信頼・安心を確保し、情報の取扱者が委縮しないための罰則のあり方
○小規模事業者に従事する者への適用
○主務大臣・第三者機関の関与の仕組み
○医療等の個人情報を取り扱う主体に共通するルール
○医療等に関する個人情報の範囲
○適用除外に関する考え方

Ⅲ．安全で効率的な情報の利活用を可能とする情報連携基盤の整備について

○ マイナンバーとは異なる、医療等分野でのみ使える番号や安全で分散的な情報
連携の基盤を設ける必要がある。 
※ 政府全体の情報連携基盤として構築されるマイナンバー法案に基づくインフ
ラとは、二重投資を避ける観点から可能な範囲は共用することも検討。

○ 残された論点は多く、特に医療等ID（仮称）と医療等中継DB（仮称）は、関
係者と調整しつつ、詳細な仕組みや利用場面を、具体的なわかりやすい形で提
示し、その必要性を含め検討する必要がある。 
 　また医療等分野における情報の利活用と保護のための環境整備等について、
国民にわかりやすい説明を行い、理解を得ていくことが重要である。

・個人番号制度の導入は慎重に行うこと
・ 個人番号制度については、国民の理解を得られる整備を行っ
た上で導入すべきである。

理　　　　　由
（１） 可視化や名寄せについて、官民にかかわらず番号取扱者に

よる情報漏洩やプライバシーの問題への対応を盤石とする
こと。

（２） 番号制度の開始準備、施行に伴い、過度の業務負担がかか
らないよう配慮すること。

（３） 番号制度を社会保障の分野で活用するためには、現行制度
では下記のような不備があるため、導入前に改善すること。
① 現在分離課税となっている利子所得や申告不要の配当所
得も把握する必要があること。
② 不動産登記について、相続登記がされておらず、現実の
所有者が特定できないケースが多い。正確な資産把握を
するためには、登記制度も整備すること。

　

個
人
や
法
人
に
番
号
を
割

り
振
る
番
号
法
を
含
む
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
関
連
法
が
５
月
24

日
の
参
院
本
会
議
で
自
民
、

公
明
、
民
主
党
等
の
賛
成
多

数
に
よ
り
可
決
し
成
立
し
た

（
共
産
・
社
民
・
生
活
等
は

反
対
）。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
関
連
法
は

①
番
号
法
②
整
備
法
③
地
方

公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機

構
法
④
内
閣
法
等
一
部
を
改

正
す
る
法
律
の
４
法
と
さ

れ
、
い
ず
れ
も
５
月
31
日
に

公
布
さ
れ
た
。

　

こ
の
う
ち
、
①
及
び
②
に

つ
い
て
は
原
則
と
し
て
公
布

　

ま
た
、
番
号
付
与
に
つ
い

て
は
当
面
の
間
、
個
人
は
総

務
省
、
法
人
は
国
税
庁
が
行

　

今
回
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法

で
は
個
人
番
号
の
利
用
は
社

会
保
障
や
税
な
ど
行
政
分
野

に
限
定
し
た
。
行
政
窓
口
で

介
護
サ
ー
ビ
ス
や
母
子
家
庭

給
付
金
な
ど
の
手
続
き
が
段

階
的
に
添
付
書
類
な
し
で
可

能
に
な
る
。
自
分
専
用
の
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
イ
ト
「
マ

イ
・
ポ
ー
タ
ル
」
で
自
分
の

所
得
や
年
金
情
報
を
確
認
で

日
か
ら
３
年
以
内
に
施
行
さ

れ
る
予
定
で
、
施
行
後
に
個

人
番
号
及
び
法
人
番
号
が
通

知
さ
れ
、
３
年
後
の
２
０
１

６
年
１
月
か
ら
個
人
番
号
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法
人
番
号
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用
開
始
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れ

る
。

　

実
務
家
の
関
心
が
高
い
①
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び
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の
政
省
令
に
つ
い
て

は
、
今
後
整
備
さ
れ
る
予
定

で
あ
り
、
①
に
つ
い
て
は
、

個
人
番
号
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利
用
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囲
拡
大

に
つ
き
、
法
施
行
後
３
年
を

目
途
に
検
討
を
加
え
る
方
針

が
附
則
第
６
条
に
盛
り
込
ま

れ
て
お
り
、
将
来
的
に
見
直

さ
れ
る
。

い
、
将
来
的
に
は
「
歳
入

庁
」
の
創
設
を
検
討
す
る
と

し
て
い
る
。

は
、
法
施
行
日
か
ら
３
年
を

目
途
と
し
て
、
個
人
番
号
の

利
用
は
範
囲
の
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大
に
つ
い

て
検
討
を
加
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、
必
要
と
認

め
る
と
き
は
、
国
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の
理
解

を
得
つ
つ
、
所
要
の
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置
を

講
ず
る
と
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る
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律
の
附
則

６
に
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る
に
と
ど
め
た
。

銀
行
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な
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り
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個
人

情
報
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の
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発
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。

役
立
つ
と
し
て
い
た
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し
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師
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が
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の
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に
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う
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と
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た
た
め
見
送
っ

た
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診
療
履
歴
の
透
明
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が

高
ま
る
こ
と
へ
の
不
安
も
背

景
に
あ
る
。
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で
対
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っ
て
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る
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分
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と

は
、
医
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保
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保
険
給

付
の
支
給
又
は
保
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の
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収
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あ
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記
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等
の
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な
っ
て
い
な
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。
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が
る
危
険
性
が
あ
る
と
し
て

①
個
人
番
号

　

２
年
後
の
２
０
１
５
年
10

月
に
12
ケ
タ
の
個
人
番
号
の

通
知
が
始
ま
る
。
市
町
村
長

は
法
定
受
託
事
務
と
し
て
、

住
民
票
コ
ー
ド
を
変
換
し
て

得
ら
れ
る
個
人
番
号
を
指
定

し
、
通
知
カ
ー
ド
に
よ
り
本

人
に
通
知
す
る
。
中
長
期
在

留
者
や
特
別
永
住
者
な
ど
外

国
人
住
民
も
対
象
で
、
漏
洩

等
の
被
害
を
受
け
た
場
合
に

限
り
変
更
可
能
と
す
る
。
本

人
が
希
望
す
れ
ば
、
市
町
村

長
は
番
号
情
報
が
入
っ
た
Ｉ

Ｃ
チ
ッ
プ
を
載
せ
た
顔
写
真

付
き
の
個
人
番
号
カ
ー
ド
の

交
付
す
る
こ
と
と
し
て
い

る
。

　

２
０
１
６
年
１
月
か
ら

は
、
個
人
番
号
で
年
金
の
照

会
な
ど
が
で
き
、
翌
（
２
０

１
７
）
年
１
月
に
は
行
政
機

関
が
個
人
番
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を
使
っ
て
個

人
情
報
を
や
り
と
り
す
る
シ

ス
テ
ム
を
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働
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せ
る
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国
税
庁
長
官
が
法
人
等
に

対
し
て
法
人
番
号
を
指
定

し
、
通
知
す
る
。
ま
た
、
国

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
は
民
主

党
政
権
時
代
に
は
「
社
会
保

障
と
税
の
一
体
改
革
」
と
い

う
理
念
の
も
と
、
低
所
得
者

対
策
へ
の
活
用
が
念
頭
に
あ

っ
た
。
し
か
し
自
民
党
政
権

と
な
り
こ
の
構
想
は
立
ち
消

え
た
。
当
該
法
案
に
「
行
政

分
野
に
お
け
る
よ
り
公
正
な

給
付
と
負
担
の
確
保
を
図
る

こ
と
」
と
い
う
文
言
が
付
け

加
え
ら
れ
た
。
個
人
情
報
を

医
療
分
野
等
の
個
別
法
を
検

討
す
る
こ
と
が
衆
参
両
院
で

付
帯
決
議
さ
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。

税
庁
長
官
は
法
人
番
号
保
有

者
の
商
号
又
は
名
称
、
本
店

又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
及
び
法
人
番
号
を
原
則
と

し
て
公
表
す
る
も
の
と
し
、

民
間
で
の
自
由
な
利
用
も
可

能
と
す
る
。

　

法
人
間
の
取
引
に
お
い
て

債
権
債
務
の
管
理
な
ど
で
法

人
番
号
の
使
用
等
の
民
間
利

用
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、
厳

格
に
個
人
情
報
を
保
護
す
る

個
人
カ
ー
ド
と
は
扱
い
が
異

な
る
。

政
府
が
一
手
に
握
る
こ
と
へ

の
懸
念
に
、
安
倍
晋
三
首
相

は
「
国
民
に
役
立
つ
制
度
に

す
る
よ
う
全
力
を
つ
く
す
」

と
語
っ
て
い
る
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
本

来
、
国
民
主
権
の
我
が
国
に

お
い
て
は
、
国
家
が
国
民
に

監
視
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て

も
、
国
民
が
国
家
に
監
視
さ

れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら

な
い
。

き
、
添
付
書
類
な
し
で
税
の

確
定
申
告
が
で
き
る
と
し
て

い
る
。

　

民
間
で
の
利
用
に
は
情
報

漏
洩
へ
の
懸
念
が
強
い
た
め

先
送
り
し
た
。
番
号
法
で

　

２
０
１
１
年
６
月
に
民
主

党
政
権
が
ま
と
め
た
社
会
保

障
・
税
番
号
大
綱
で
は
、
個

人
番
号
が
医
療
サ
ー
ビ
ス
に

資料１　医療機関等における個人情報保護の在り方に関する検討会（厚労省）の
要旨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

資料２　近畿税理士会　平成26年度税制改正に関する
意見書一部抜粋　　　　　　　　　
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